
 

川口市告示第１４９号 

地方自治法第１８０条の２の規定により、令和８年４月１日から次に掲げる

事務を教育委員会に委任し、令和５年告示第２３３号は、令和８年３月３

１日限り、廃止する。  

 

  令和８年３月４日 

   川口市長 岡村 ゆり子      

 

１ 川口市立幼稚園保育料徴収条例（昭和３１年条例第７号）第３条第１項に規定す

る利用者負担額の決定、同条例第４条に規定する保育料の納付期限の決定、同条例

第５条に規定する保育料の減免、同条例第６条ただし書に規定する保育料の還付、

同条例附則第３項に規定する被災者の認定及び同条例附則第５項に規定する利用

者負担額の決定に関すること。 

２ 川口市立体育施設設置及び管理条例（昭和４３年条例第２２号）第１５条第２項

に規定する回数券、定期券及び前払式証票の発行、同条例第１６条に規定する使用

料の減免並びに同条例第１７条ただし書に規定する使用料の還付並びに同条例第

２０条の規定により読み替えて適用する場合における同条例第１５条第１項に規

定する利用料金の承認並びに同条第２項に規定する回数券、定期券及び前払式証票

の発行の承認、同条例第１６条に規定する利用料金の減免の基準の制定並びに同条

例第１７条ただし書に規定する利用料金の還付の基準の制定並びに同条例別表第

３の１運動施設の表備考第１号に規定する照明施設及び空調施設の利用に係る徴

収金額の決定並びに同表の２附帯施設の表に規定する附属設備の使用料の額に関

すること。 

３ 川口市立公民館設置及び管理条例（昭和４６年条例第１４号）第１２条に規定す

る使用料の減免及び同条例第１３条ただし書に規定する使用料の還付に関するこ

と。 

４ 川口市立南平文化会館設置及び管理条例（昭和５４年条例第３１号）第１４条に

規定する使用料の減免及び同条例第１５条ただし書に規定する使用料の還付並び

に同条例別表の２練習室・展示ホール等の使用料の表に規定する附属設備の使用料

の額に関すること。 

５ 川口市立水上少年自然の家設置及び管理条例（平成４年条例第３３号）第１４条



 

に規定する使用料の減免及び同条例第１５条ただし書に規定する使用料の還付に

関すること。 

６ 川口市立科学館設置及び管理条例（平成１４年条例第５６号）第８条に規定する

入場料及び観覧料の減免並びに同条例第９条ただし書に規定する入場料、観覧料及

び使用料の還付に関すること。 

７ 川口市立中央ふれあい館設置及び管理条例（平成１６年条例第１９号）第１４条

に規定する使用料の減免及び同条例第１５条ただし書に規定する使用料の還付に

関すること。 

８ 川口市立映像・情報メディアセンター設置及び管理条例（平成１７年条例第７５

号）第１６条第２項に規定する利用料金の承認、同条例第１７条に規定する利用料

金の減免の基準の制定及び同条例第１８条ただし書に規定する利用料金の還付の

基準の制定に関すること。 

９ 川口市立文化財センター設置及び管理条例（平成１８年条例第３０号）第１７条

第１項に規定する入場料の免除及び同条第２項に規定する使用料の免除、同条例第

１８条ただし書に規定する入場料及び使用料の還付、同条例第２３条の規定により

読み替えて適用する場合における同条例第９条に規定する入場料の承認、同条例第

１６条に規定する利用料金の承認、同条例第１７条第１項第４号及び第５号に規定

する入場料の免除の基準の制定並びに同条第２項第２号に規定する利用料金の免

除の基準の制定並びに同条例第１８条ただし書きに規定する入場料及び利用料金

の還付の基準の制定に関すること。 

１０ 川口市立高等学校の授業料等に関する条例（平成２２年条例第２５号）第２条

第２項に規定する授業料の納付期日の決定、同条例第７条第１項に規定する授業料

の免除、同条第２項に規定する授業料の減額若しくは免除又は徴収猶予の決定、同

条例附則第４項に規定する被災者又はその保護する者の認定及び同条例附則第５

項に規定する入学選考手数料又は入学料の還付に関すること並びに川口市立高等

学校の授業料等に関する条例の一部を改正する条例（平成２６年条例第２号）附則

第３項に規定する被災者又はその保護する者の認定に関すること。 

１１ 川口市立生涯学習プラザ設置及び管理条例（平成３０年条例第８１号）第１３

条に規定する使用料の減免及び同条例第１４条ただし書に規定する使用料の還付

に関すること。 

１２ 川口市学校施設の使用料に関する条例（令和７年条例第９６号）第４条に規定



 

する使用料の減免及び同条例第５条ただし書に規定する使用料の還付並びに同条

例別表の２附帯施設の使用料の表に規定する運動場夜間照明施設の使用料の額に

関すること。 

 


